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(
態
　
官
)

i

集
芸
　
こ
の
象
は
,
水
防
凍
(
暗
和
二
忘
年
墓
誓
九
十
三
*
)
竺
十
六
芸
芸
の
霊

芸
つ
き
,
三
朝
町
水
防
-
会
蒜
下
｢
各
会
｣
と
い
う
｡
)
の
組
-
び
-
蒜
し
芸
か

事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
｡

.
(
組
　
織
)

璽
左
　
脇
敷
金
は
,
､
会
竺
人
及
び
委
員
二
十
五
人
堀
内
で
組
織
す
る
｡

メ

ヱ
　
草
魚
は
･
次
紅
海
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
･
水
防
管
理
者
が
任
命
叉
は
委
嘱
す
る
｡

/

鱒
係
行
政
横
.
鯛
の
我
見

水
防
紅
絹
体
の
あ
る
団
体
の
代
表
者

学
鼓
経
験
者

十
六
人
以
内

七
人
以
内

二
人
以
内

(
会
長
及
び
代
理
者
)

撃
l
妄
　
会
長
は
､
脇
我
会
を
代
表
し
､
会
務
を
漁
理
す
る
｡

為
と
､
善
果
絃
会
長
が
欠
け
た
と
善

あ
ら
か
じ
滴
凄
長
が
津
名
し
た
季
長
が
そ



′､ -の (
任
　
期
)

弟
西
条
　
関
係
行
政
擁
閑
の
頼
長
で
あ
る
番
兵
の
任
期
は
'
そ
の
俄
に
あ
易
期
間
と
し
､
そ
の
他
の
葬
具

任
期
は
二
年
と
す
る
｡
た
だ
し
､
補
欠
香
魚
/
の
任
期
は
､
瀞
住
着
の
残
任
期
間
と
す
る
｡
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東
五
条
　
重
義
は
'
会
長
が
頼
集
し
､
そ
の
-
事
長
と
な
る
｡

･
Y
　
会
強
は
,
垂
i
の
i
l
l
l
分
の
這
上
の
出
雲
な
け
れ
ば
輔
く
こ
と
が
で
き
な
い
｡

立
　
会
藩
の
義
薯
は
,
出
席
垂
鼻
の
過
半
我
で
決
し
･
可
否
同
数
の
と
き
は
､
韻
長
,
の
決
す
る
と
こ
ろ
乾

′
　
よ
る
｡

(
委
　
任
)

鼻
六
条
　
こ
の
典
例
に
走
れ
る
も
の
の
ほ
か
協
蕎
会
の
運
営
に
許
し
必
要
な
暮
項
は
､
会
長
が
定
め
る
｡

附

　

則＼

こ
の
条
例
は
'
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
｡
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